
 

 

 

 

 

美里町役場次世代育成支援特定事業主行動計画 
第４期計画 

（令和３年度～令和７年度） 
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Ⅰ 総論 

 

１ 目的 

 

  次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しようとする家庭に対する支援や子

育て環境を整備することを目的とし、平成１７年４月１日に１０年間の時限立法と

して次世代育成支援対策推進法が施行されました。 

   

本町においても、この法律に基づき、職員が安心して子育てのできる良好な職場

環境の整備を目的とし、平成１７年に「美里町役場特定事業主行動計画」第１期計

画を、平成２２年に第２期計画を策定しました。その後、法改正により有効期限が

１０年間延長され、行動計画を改定することとなり、第３期計画を策定し、職場環

境の整備や職員の意識の醸成に努めてきたところです。 

   

近年は、長時間労働や仕事上でのストレスが招く精神疾患の増加、多忙で安定し

た生活ができないことによる未婚率の増加及び出生率の低下等、仕事のしすぎがか

えって社会の活力を失わせている事態が指摘され、国では「働き方改革」や「仕事

と生活の調和（ワークライフ・バランス）」が提唱されています。 

   

今回策定した第４期計画は、このような状況を踏まえ、新たに取組内容・目標を

設定するなどの改定を行い、引き続き、仕事と子育てを両立できる職場環境の整備

を継続することを目的としています。 
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２ 計画期間 

 

 この「第４期計画」では、令和３年度から令和７年度までの５年間を計画期 

間とします。 

 

３ 計画の推進体制 

 

  ⑴ 次世代育成支援対策に関し、庁内掲示板等による情報提供等を実施します。 

  ⑵ 本計画の取組状況や目標に対する実績等について、ホームページへの掲載等

により毎年１回公表します。 

 

 ◎ 用語の解説 

用語 解説 

配偶者出産補助休暇 

（根拠規定：美里町職員の勤務時間、

休日及び休暇に関する条例第１４

条第２項第１３号） 

妻の出産に伴い、入退院の付き添いや入院

中の世話などのため、３日の範囲内で必要

と認められる期間について、１日又は１時

間の単位で受けることができる休暇 

育児参加のための休暇 

（根拠規定：美里町職員の勤務時間、

休日及び休暇に関する条例第１４

条第２項第１４号） 

 

 

 

 

妻が出産する場合で、出産予定日の６週間

（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）

前の日から出産日以後８週間を経過する

までの日において、当該出産に係る子又は

小学校就学の始期に達するまでの子（妻の

子を含む。）を養育するため、５日の範囲

内で必要と認められる期間について、１日

又は１時間の単位で受けることができる

休暇 
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Ⅱ 具体的内容 

 [職員の勤務環境に関するもの]                        

 

１ 妊娠中及び出産後における配慮                        

   

⑴ 人事担当課は、母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休

暇の制度（妊産婦健康診査等休暇、妊娠障害休暇）について、周知徹底を図り

ます。 

   【実施時期：令和３年度から】 

   【目  標：周知は年 1回以上】 

 

  ⑵ 課局センター長は、妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、必要により業務分

担の見直しを行います。 

【実施時期：通年（４月～３月）】 

【目  標：課局センター長は、妊娠中職員の希望に応じ、原則超過勤務を命

じないよう努める。】 

 

 ２ 子どもの出生時における父親の休暇の取得の促進              

  

 ⑴ 人事担当課は、男性職員が妊娠中及び産前産後の配偶者を積極的に支援でき

るよう、特別休暇（配偶者出産補助休暇及び育児参加のための休暇）の制度を

周知し、その休暇の取得を促進します。 

【実施時期：令和３年度から】 

【目  標：配偶者出産補助休暇の取得率７０％以上 

（令和２年度実績１００．０％） 

育児参加のための休暇の取得率１０％以上 

             （令和２年度実績０％）   】 

 

 ３ 育児休業等を取得しやすい環境の整備等                   

  

 ⑴ 人事担当課は、育児休業等に関する資料を職員に配布・通知し、制度の周知 

を図るとともに、特に男性職員の育児休業等の取得促進について周知徹底を図 

ります。 

【実施時期：令和３年度から】 

【目  標：令和 7年度までに男性職員の育児休業等取得者１名以上 

                   （計画策定時までの取得実績 0名）】 
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  ⑵ 人事担当課は、本人又は配偶者の妊娠を申し出た職員に対し、個別に育児休 

業等の制度・手続について説明を行います。 

【実施時期：令和３年度から】 

 

  ⑶ 人事担当課及び課局センター長は、育児休業等の取得の申出があった場合、

業務分担の見直しを行うとともに、業務の遂行が困難となるときは、会計年度

任用職員制度の活用による適切な代替要員の確保を図ります。 

【実施時期：令和３年度から】 

    

 

４ 超過勤務の縮減                             

 

  ⑴ 人事担当課及び課局センター長は、職員がリフレッシュして仕事に臨めるよ

う、週一回のノー残業デーを実施します。 

【実施時期：通年（4月～3月）】 

【目  標：計画期間終了まで週一回以上実施】 

 

⑵ 人事担当課は、小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務 

及び超過勤務の制限の制度の周知を徹底します。 

【実施時期：令和３年度から】 

 

 

 ５ 休暇の取得の促進                            

 

  ⑴ 人事担当課は、職員の年次有給休暇の取得目標を設定し、積極的な休暇取得

を指導します。 

【実施時期：令和３年度から】 

【目  標：職員一人当たりの年次有給休暇取得日数を年間８日間以上】 

 

  ⑵ 課局センター長は、所属職員に対し、月・金と休日や国民の祝日とを組み合

わせた年次休暇の取得促進を図ります。 

【実施時期：令和３年度から】 

 

  ⑶ 人事担当課及び課局センター長は、子どもの看護休暇等の特別休暇を周知す

るとともに、職員が取得しやすい職場環境づくりに努めます。 

【実施時期：令和３年度から】 
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 [その他の次世代育成支援対策に関する事項]                  

  

１ 子育てバリアフリー                            

   

⑴ 全職員は、子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、親切・丁寧な対

応を心がけます。 

【実施時期：令和３年度から】 

【目  標：定期的な接遇研修等の実施】 

 

  ⑵ 各公共施設の管理者は、乳幼児を連れた来庁者が、おむつ交換や授乳に困っ

たときに気軽に立ち寄れる「赤ちゃんの駅」や、おむつ替えシートがあるトイ

レの整備を検討していきます。 

【実施時期：令和３年度から】 


